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主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

規 
 

則 

○ 

職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

 
 

訓 
 

令 

○ 

千
葉
県
職
員
被
服
等
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

○ 

千
葉
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五 

○ 

千
葉
県
総
務
部
税
務
課
等
に
勤
務
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正 

 
 

 

 
 

す
る
訓
令 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五 

規

則 

 

職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
二
十
号 

 
 

 

職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
□
昭
和
三
十
二
年
千
葉
県
規
則
第
五
十
七
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
健
康
危
機
対
策
監 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

こ
ど
も
家
庭
対
策
監
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
□
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

訓

令 

 

千
葉
県
職
員
被
服
等
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
訓
令
第
五
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

本 
 

庁 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

出
先
機
関 

 
 

 
 

 

千
葉
県
職
員
被
服
等
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

千
葉
県
職
員
被
服
等
貸
与
規
程
□
昭
和
四
十
六
年
千
葉
県
訓
令
第
七
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
□ 

 

別
表
第
一
火
薬
類
□
高
圧
ガ
ス
□
危
険
物
等
の
検
査
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
中
□
一
□
を
□
二
□

に
改
め
□
同
表
家
畜
の
試
験
研
究
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 
 

 
 

 

畜
□
を
□
□
家
畜
□
に
□
□
に
限
る
□
を
□
及
び
こ
れ
ら
の
職
員
の
業
務
と
類
似
の
業
務
に
常
時
従
事
す

る
会
計
年
度
任
用
職
員
に
限
る
□
に
□
□
に
□
白
衣
□
を
□
及
び
会
計
年
度
任
用
職
員
に
□
白
衣
□
に
□

□
限
り
□
を
□
□
ヘ
ル
メ
□
ト
は
ト
ラ
ク
タ
□
運
転
等
作
業
に
従
事
す
る
者
に
限
り
□
に
改
め
□
同
表
乳

牛
の
育
成
管
理
□
試
験
研
究
等
に
従
事
す
る
職
員
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□ 
 

 
 

 
 

 

技
術
員
□
を
□
□
畜
産
技
術
員
及
び
こ
れ
ら
の
職
員
の
業
務
と
類
似
の
業
務
に
常
時
従
事
す
る
会
計
年
度

任
用
職
員
□
に
□
□
□
技
術
職
員
□
を
□
技
術
職
員
に
□
ヘ
ル
メ
□
ト
は
ト
ラ
ク
タ
□
運
転
等
作
業
に
従

事
す
る
者
□
に
改
め
□
同
表
土
木
工
事
又
は
建
築
工
事
の
監
督
□
調
査
□
測
量
□
検
査
等
の
業
務
に
従
事

す
る
職
員
の
項
中
□
市
街
地
整
備
課
□
の
下
に
□
□
建
築
指
導
課
□
を
加
え
□
同
表
建
築
物
の
敷
地
及
び

構
造
設
備
の
検
査
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
□
同
表
土 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

地
の
買
収
□
境
界
査
定
□
巡
視
等
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
中
□
用
地
課
□
を
□
産
業
拠
点
整
備
戦

略
課
□
用
地
課
□
に
改
め
□
□
総
務
用
地
課
若
し
く
は
第
一
終
末
処
理
場
建
設
課
□
を
削
り
□
同
表
の
備

考
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
□
第
二
号
を
第
三
号
と
し
□
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
□ 

 
二 

土
木
工
事
又
は
建
築
工
事
の
監
督
□
調
査
□
測
量
□
検
査
等
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
□
建
築
物

の
敷
地
及
び
構
造
設
備
の
検
査
業
務
に
従
事
す
る
職
員
□
土
地
の
買
収
□
境
界
査
定
□
巡
視
等
の
業

務
に
従
事
す
る
職
員
□
ダ
ム
管
理
業
務
に
従
事
す
る
職
員
□
港
湾
施
設
の
管
理
の
業
務
に
従
事
す
る

職
員
及
び
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
等
の
監
督
□
調
査
□
測
量
□
検
査
等
の
業
務
に
従
事
す
る
職

員
で
新
た
に
貸
与
対
象
職
員
と
な
つ
た
者
に
夏
作
業
服
□
上
下
□
を
貸
与
す
る
場
合
の
こ
の
表
の
最

初
の
適
用
に
つ
い
て
は
□
所
属
長
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
□
こ
の
表
中 

  

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

8

年

3 

月

31

日 

号 
 

外 

 

第
四
条
第
一
項
の
表
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を
□
健
康
危
機
対
策
監
□
に
改
め
る
□ 

安
全
靴 

一 

二 

ヘ

ル

メ

□

ト 

一 

三 

安
全
靴 

一 

二 

を 

に
□
□
及
び
家 

ゴ
ム
手
袋 

二 

二 

ヘ

ル

メ

□

ト 

一 

三 

を 

に
□
□
及
び
畜
産 

ゴ
ム
手
袋 

二 

二 

作

業

服

□
上
下
□ 

一 

二 

夏

作

業

服

□
上
下
□ 

一 

二 

冬

作

業

服

□
上
下
□ 

一 

二 



 
 

 

二 
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□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

と
あ
る
の
は
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

別
表
第
二
不
動
産
取
得
税
の
賦
課
事
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
□
同
表
軽 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

油
引
取
税
の
抜
取
り
及
び
分
析
検
査
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
□
同
項
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 

滞
納
整
理
業
務
に
従
事
す
る
職

員 

防
暑
衣 

税
務
課
又
は
県
税
事
務
所

の
滞
納
整
理
業
務
に
直
接

従
事
す
る
職
員
に
限
る
□ 

 

別
表
第
二
公
有
財
産
管
理
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
□
同
表
電 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

気
保
安
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
□
同
表
火 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

薬
類
□
高
圧
ガ
ス
□
危
険
物
等
の
検
査
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 

消
防
学
校
の
教
務
に
従
事
す
る

職
員 

防
暑
衣 

消
防
学
校
の
教
務
に
直
接

従
事
す
る
職
員
に
限
る
□ 

 

別
表
第
二
農
業
事
務
所
の
現
地
確
認
□
田
畑
の
現
地
踏
査
□
指
導
等
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
□
同
表
災 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

害
救
助
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 

大
麻
又
は
け
し
の
除
去
□
大
麻

草
の
栽
培
地
等
の
検
査
等
の
業

務
に
従
事
す
る
職
員 

防
暑
衣 

薬
務
課
又
は
健
康
福
祉
セ

ン
タ
□
の
大
麻
又
は
け
し

の
除
去
□
大
麻
草
の
栽
培

地
等
の
検
査
等
の
業
務
に 

 
 

 

 
 

 

 
 

直
接
従
事
す
る
職
員
に
限

る
□ 

食
品
衛
生
監
視
業
務
に
従
事
す

る
食
品
衛
生
監
視
員 

防
暑
衣 

健
康
福
祉
セ
ン
タ
□
の
食

品
衛
生
監
視
業
務
に
従
事

す
る
食
品
衛
生
監
視
員
に

限
る
□ 

環
境
衛
生
監
視
業
務
に
従
事
す

る
職
員 

防
暑
衣 

地
域
振
興
事
務
所
地
域
環

境
保
全
課
又
は
健
康
福
祉

セ
ン
タ
□
の
環
境
衛
生
監

視
業
務
に
従
事
す
る
環
境

衛
生
監
視
員
及
び
こ
の
職

員
の
業
務
と
類
似
の
業
務

に
従
事
す
る
会
計
年
度
任

用
職
員
に
限
る
□ 

健
康
福
祉
セ
ン
タ
□
の
庁
務
業

務
に
従
事
す
る
職
員 

防
暑
衣 

健
康
福
祉
セ
ン
タ
□
の
清

掃
等
の
庁
務
業
務
に
常
時

従
事
す
る
職
員
及
び
こ
の

職
員
の
業
務
と
類
似
の
業

務
に
従
事
す
る
会
計
年
度

任
用
職
員
に
限
る
□ 

と
畜
検
査
又
は
食
鳥
検
査
の
業

務
に
従
事
す
る
職
員 

防
暑
衣 

健
康
福
祉
セ
ン
タ
□
又
は

食
肉
衛
生
検
査
所
の
と
畜

検
査
又
は
食
鳥
検
査
の
業

務
に
常
時
従
事
す
る
技
術

職
員
に
限
る
□ 

狂
犬
病
予
防
業
務
に
従
事
す
る

職
員 

防
暑
衣 

健
康
福
祉
セ
ン
タ
□
又
は

動
物
愛
護
セ
ン
タ
□
の
狂

犬
病
予
防
業
務
に
常
時
従

事

す

る

技

術

職

員

に

限

る
□ 

狂
犬
及
び
野
犬
の
捕
獲
業
務
に

従
事
す
る
職
員 

防
暑
衣 

健
康
福
祉
セ
ン
タ
□
又
は

動
物
愛
護
セ
ン
タ
□
の
狂

犬
及
び
野
犬
の
捕
獲
業
務

に
常
時
従
事
す
る
動
物
指

導
員
及
び
こ
の
職
員
の
業 

 
 

 

作
業
服
□
上
下
□ 

防
暑
衣 

作
業
服
□
上
下
□ 

冬
作
業
服
□
上
下
□ 

防
暑
衣 

冬
作
業
服
□
上
下
□ 

作
業
服
□
上
下
□ 

防
暑
衣 

作
業
服
□
上
下
□ 

防
暑
衣 

防
寒
衣 

防
寒
衣 

白
衣 

防
暑
衣 

白
衣 

一  

二  

二  

二  
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務
と
類
似
の
業
務
に
常
時

従
事
す
る
会
計
年
度
任
用

職
員
に
限
る
□ 

動
物
の
飼
育
管
理
業
務
に
従
事

す
る
職
員 

防
暑
衣 

健
康
福
祉
セ
ン
タ
□
又
は

動
物
愛
護
セ
ン
タ
□
の
動

物
の
飼
育
管
理
業
務
に
常

時
従
事
す
る
用
務
員
及
び

こ
の
職
員
の
業
務
と
類
似

の
業
務
に
常
時
従
事
す
る

会
計
年
度
任
用
職
員
に
限

る
□ 

 

別
表
第
二
公
害
の
監
視
□
指
導
等
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
□
□
防
寒
衣 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 
 

 
 

 

は
□
を
□
防
暑
衣
は
大
気
保
全
課
□
水
質
保
全
課
又
は
地
域
振
興
事
務
所
地
域
環
境
保
全
課
の
職
員
に
□

防
寒
衣
は
□
に
改
め
□
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 

地
球
温
暖
化
対
策
に
関
す
る
工

事
等
の
監
督
□
調
査
□
測
量
□

検
査
等
の
業
務
に
従
事
す
る
職

員 

防
暑
衣 

温
暖
化
対
策
推
進
課
の
地

球
温
暖
化
対
策
に
関
す
る

工
事
等
の
監
督
□
調
査
□

測
量
□
検
査
等
の
業
務
に

直
接
従
事
す
る
職
員
に
限

る
□ 

 

別
表
第
二
ヤ
□
ド
又
は
特
定
再
生
資
源
屋
外
保
管
事
業
場
の
検
査
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
か
ら
土

砂
等
又
は
再
生
土
の
埋
立
て
等
の
検
査
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
ま
で
の
規
定
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
□
土
砂
等 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

又
は
再
生
土
の
埋
立
て
等
の
検
査
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 

博
物
館
資
料
等
の
整
理
□
収

集
□
保
管
□
展
示
及
び
調
査
研

究
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員 

防
暑
衣 

中
央
博
物
館
の
博
物
館
資

料
等
の
整
理
□
収
集
□
保

管
□
展
示
及
び
調
査
研
究

の
業
務
に
直
接
従
事
す
る

職
員
に
限
る
□ 

砂
利
等
の
採
取
の
指
導
及
び
監 

防
暑
衣 

産
業
振
興
課
又
は
地
域
振 

 
 

 

 
 

 

督
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員 

 

興
事
務
所
地
域
環
境
保
全

課
の
砂
利
等
の
採
取
の
指

導
及
び
監
督
の
業
務
に
常

時

従

事

す

る

職

員

に

限

る
□ 

 

別
表
第
二
大
型
は
か
り
検
査
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 

計
量
検
定
業
務
に
従
事
す
る
職

員 

防
暑
衣 

計
量
検
定
所
の
タ
ク
シ
□

メ
□
タ
□
の
装
置
検
査
業

務
□
燃
料
油
メ
□
タ
□
の

検
定
業
務
又
は
特
定
計
量

器
の
定
期
検
査
業
務
に
直

接

従

事

す

る

職

員

に

限

る
□ 

産
業
支
援
技
術
の
試
験
研
究
業

務
に
従
事
す
る
職
員 

防
暑
衣 

産
業
支
援
技
術
研
究
所
の

機
械
棟
内
で
の
試
験
機
若

し
く
は
加
工
機
を
使
用
す

る
業
務
又
は
試
験
片
作
成

業
務
に
直
接
従
事
す
る
職

員
に
限
る
□ 

テ
ク
ノ
ス
ク
□
ル
の
実
技
指
導

に
従
事
す
る
職
員 

防
暑
衣 

テ
ク
ノ
ス
ク
□
ル
の
実
技

指
導
業
務
に
直
接
従
事
す

る
職
員
に
限
る
□ 

 

別
表
第
二
農
地
の
現
地
調
査
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
□
同
表 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 
 

 
 

 

土
地
改
良
業
務
又
は
現
場
監
督
補
助
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
□
同
表
農 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

業
の
実
習
指
導
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
□
□
ヘ
ル
メ
ツ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

ト
□
を
□
ヘ
ル
メ
□
ト
□
に
改
め
□
同
表
病
害
虫
防
除
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
及
び
農
業
機
械
化
研

修
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
中 

作
業
服
□
上
下
□ 

防
暑
衣 

作
業
服
□
上
下
□ 

防
暑
衣 

ヘ
ル
メ
□
ト 

ヘ
ル
メ
□
ト 

防
暑
衣 

ゴ
ム
長
靴 

ゴ
ム
長
靴 

防
暑
衣 

雨
衣
□
上
下
□ 
雨
衣
□
上
下
□ 

防
暑
衣 

安
全
靴 

安
全
靴 
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□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
□
同
表
農 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

耕
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
□
□
農
業
技
術 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

員
及
び
こ
の
□
を
□
技
術
職
員
□
農
業
技
術
員
及
び
こ
れ
ら
の
□
に
改
め
□
同
表
試
験
林
及
び
ほ
場
の
管

理
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
□
□
職
員
に
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

を
□
技
術
職
員
□
林
業
技
術
員
及
び
こ
れ
ら
の
職
員
の
業
務
と
類
似
の
業
務
に
常
時
従
事
す
る
会
計
年
度

任
用
職
員
に
□
に
改
め
□
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 

家
畜
の
防
疫
業
務
に
従
事
す
る

職
員 

防
暑
衣 

家
畜
保
健
衛
生
所
の
家
畜

の
防
疫
業
務
に
直
接
従
事

す
る
職
員
に
限
る
□ 

 

別
表
第
二
乳
牛
の
育
成
管
理
□
試
験
研
究
等
に
従
事
す
る
職
員
の
項
中
□
ヘ
ル
メ
ツ
ト
□
を
□
防
暑

衣
□
に
□
□
及
び
畜
産
技
術
員
□
を
□
□
畜
産
技
術
員
及
び
こ
れ
ら
の
職
員
の
業
務
と
類
似
の
業
務
に
常

時
従
事
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
□
に
改
め
□
同
表
森
林
の
整
備
若
し
く
は
保
全
又
は
林
業
普
及
の
業
務

に
従
事
す
る
職
員
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
□
同
項
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 

漁
船
の
検
査
業
務
に
従
事
す
る

職
員 

防
暑
衣 

水
産
課
又
は
水
産
事
務
所

の
漁
船
の
検
査
業
務
に
直

接

従

事

す

る

職

員

に

限

る
□ 

水
産
業
改
良
普
及
業
務
に
従
事

す
る
職
員 

防
暑
衣 

水
産
事
務
所
の
水
産
業
改

良
普
及
業
務
に
従
事
す
る

職
員
に
限
る
□ 

水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
□
の
設

備
の
維
持
管
理
業
務
に
従
事
す

る
職
員 

防
暑
衣 

水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
□

の
電
気
設
備
及
び
機
械
設

備
の
維
持
管
理
業
務
に
直

接
従
事
す
る
職
員
及
び
こ 

 
 

 

 
 

 

 
 

の
職
員
の
業
務
と
類
似
の 

 
 

業
務
に
従
事
す
る
会
計
年

度
任
用
職
員
に
限
る
□ 

水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
□
の
船

舶
に
乗
り
組
む
職
員 

防
暑
衣 

水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
□

の
船
舶
に
常
時
乗
り
組
む

職
員
に
限
る
□ 

水
産
の
試
験
研
究
業
務
に
従
事

す
る
職
員 

防
暑
衣 

水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
□

の
水
産
の
試
験
研
究
業
務

又
は
種
苗
生
産
開
発
研
究

業
務
に
常
時
従
事
す
る
技

術
職
員
□
水
産
に
関
す
る

作
業
に
従
事
す
る
水
産
技

術
員
及
び
こ
の
職
員
の
業

務
と
類
似
の
業
務
に
従
事

す
る
会
計
年
度
任
用
職
員

に
限
る
□ 

 

別
表
第
二
土
木
工
事
又
は
建
築
工
事
の
監
督
□
調
査
□
測
量
□
検
査
等
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

中 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
□
□
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 
 

 
 

 

街
地
整
備
課
□
の
下
に
□
□
建
築
指
導
課
□
を
加
え
□
同
表
土
地
の
買
収
□
境
界
査
定
□
巡
視
等
の
業
務

に
従
事
す
る
職
員
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
□
□
用
地
課
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

を
□
産
業
拠
点
整
備
戦
略
課
□
用
地
課
□
に
改
め
□
同
表
ダ
ム
管
理
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
□
□
ヘ
ル
メ
ツ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

ト
□
を
□
ヘ
ル
メ
□
ト
□
に
改
め
□
同
表
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
等
の
監
督
□
調
査
□
測
量
□
検
査

等
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
□
同
項
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 

下
水
道
工
事
の
監
督
□
調
査
□ 

防
暑
衣 

下
水
道
事
務
所
の
下
水
道 

 
 

 

防
暑
衣 

防
寒
衣 
防
寒
衣 

防
暑
衣 

ヘ
ル
メ
□
ト 

ヘ
ル
メ
ツ
ト 

防
暑
衣 

雨
衣
□
上
下
□ 

雨
衣
□
上
下
□ 

防
暑
衣 

雨
衣
□
上
下
□ 

雨
衣
□
上
下
□ 

防
暑
衣 

雨
衣
□
上
下
□ 

雨
衣
□
上
下
□ 

防
暑
衣 

雨
衣
□
上
下
□ 

雨
衣
□
上
下
□ 

防
暑
衣 

ヘ
ル
メ
□
ト 

ヘ
ル
メ
□
ト 

防
暑
衣 

ヘ
ル
メ
□
ト 

ヘ
ル
メ
ツ
ト 
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測
量
□
検
査
等
の
業
務
に
従
事

す
る
職
員 

 

工
事
の
監
督
□
調
査
□
測

量
□
検
査
等
の
業
務
に
従

事
す
る
職
員
に
限
る
□ 

 
 

 
附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
□
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

  

千
葉
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
訓
令
第
六
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

本 
 

庁 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

出
先
機
関 

 
 

 
 

 

千
葉
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

千
葉
県
職
員
服
務
規
程
□
平
成
十
七
年
千
葉
県
訓
令
第
五
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 

第
十
一
条
中
□
受
託
許
可
願
□
を
□
兼
業
許
可
願
□
に
改
め
る
□ 

 

別
記
第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

 
 

         

別
記
第
九
号
様
式
中
□ 

 
 

 
 

□
を
□ 

 
 

 
 

□
に
□
□ 

 
 

 
 

 
 

□
を
□ 

 

□ 

に
□
□ 

 
 

□
を
□ 

 
 

□
に
改
め
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

□
施
行
期
日
□ 

１ 

こ
の
訓
令
は
□
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

 

□
経
過
措
置
□ 

２ 

こ
の
訓
令
の
施
行
前
に
□
改
正
前
の
千
葉
県
職
員
服
務
規
程
の
規
定
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙
は
□
こ

の
訓
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
□
当
分
の
間
□
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

  

千
葉
県
総
務
部
税
務
課
等
に
勤
務
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
訓
令
第
七
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

本 
 

 
 

 

庁 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

食
肉
衛
生
検
査
所 

 
 

 
 

 

千
葉
県
総
務
部
税
務
課
等
に
勤
務
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

訓
令 

 

千
葉
県
総
務
部
税
務
課
等
に
勤
務
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
程
□
平
成
十
八
年
千
葉
県
訓

令
第
二
十
三
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 

第
一
条
中
□
□
総
務
部
情
報
シ
ス
テ
ム
課
に
勤
務
す
る
職
員
□
財
務
シ
ス
テ
ム
班
に
勤
務
す
る
職
員
に

限
る
□
□
□
を
削
る
□ 

 

第
三
条
第
二
項
中
□
□
情
報
シ
ス
テ
ム
課
長
□
を
削
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
□
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

                      

第
二

号
様

式
（

第
四

条
第

一
項

）
 

受
託

許
可

願
 

兼
業

許
可

願
 

受
託

し
た

い
事

務
 

兼
業

 

報
酬

額
 

収
入

額
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購
読
料 

本
号 

 

一
部 

 
 

 
 

 

一
八
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

 
 

 

千 
 

 
 

 

葉 
 

 
 

 

県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

購
読
申
込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
四
三
□
二
二
三
□
二
六
五
八 

 


